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　茨城県高等学校教職員組合は
昨年末、茨城県教育委員会に対
して教員免許更新講習に関す
る要求書を提出したが（www.
mito.ne.jp/~iba-kou/kikanshi/987.
pdf）、さらに３月４日に追加要
求書を提出した。内容は、大学
に対し更新講習の先着順受付を
改めるよう申し入れること、受
講申し込みは県教委がとりまと
めておこなうこと、県教委が講
習を開設すること、十年研を
更新講習として認定すること、
の４点である（前号記事参照
〔....../989.pdf〕）。

複雑で不合理な筑波大の講習

　２月 17 日に認可された筑波
大学の更新講習には問題が多い。
　同大の講習は５日間（30 時
間）一括でなく、必修Ａ・２
日間（12 時間）、選択Ｂ・１
日（６時間）、選択Ｃ・１日
（６時間）、選択Ｄ・１日（６
時間）というように４分割し
て 開 講 さ れ る（www.tsukuba.
ac.jp/community/kyouinkousyu/
pdf/2009_h21kousyuunittei.pdf）。
　申込方法の詳細はまだ明らか
ではないが、受講者はＡからＤ
までの各々について個別に申し
込むことになるだろう。いずれ
も筑波大のウェブサイト
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で締め切られる。４つのうち
一部だけしか予約がとれない可
能性が高い。残りは他大学の講
習に応募しなければならない。
　全体で 1195 人分の席が用意
されるが（ただし、Ｂの 1950
人分など一部で上乗せされる）、
必修Ａを例にとると、夏季休業
中には、８月３日（月曜）・４日
（火曜）に定員 300 人で開講さ
れるだけである。20日（木曜）・
21 日（金曜）にも 300 人で開
講されるが、場所は「東京キャ
ンパス」、つまり地下鉄・東京メ
トロ丸ノ内線茗

みょうがだに

荷谷駅近くの旧
東京教育大学校舎である。県南
部からでも２時間以上かかる。
これでは「県内の大学」とは言
えない。

夏季休業中は競争率２倍

　結局のところ、希望者が集中
する夏季休業期間中に、つくば
市の筑波大学校舎で受講できる
のは 300 人だけだ。
　受講に居住地制限はない。当
然、県内教員の優先権もない。
つくばエクスプレス（ＴＸ）の
快速電車で秋葉原駅からつくば
駅まで 45 分である。筑波大学
は、都心から東京西部や神奈川
の大学より近いのだ。東京から
希望者が集中する可能性がある。

県教委に責任果たさせる必要　現状では教員個人にしわ寄せ
　まだ認可前だが、茨城大学は
８月 17 日からの５日間に 500
人分開講するようである。筑波
大と茨城大、２校であわせて
800 人の定員に、県内の 2150
人以上の対象者のうち 8割以上
が集中することになるだろう。
これだけで競争率は２倍以上だ。
　筑波大が 1200 人、茨城大が
1000 人。当初は、２大学で県
内の毎年度 2150 人の対象者数
をわずかに上回り、基本的に充
足するように思われた。しかし、
具体的日程が発表されてみれば、
完全な肩透かしである。しかも、
2150 人というのは公立の幼・
小・中・高の教員だけの話だ。
私立学校教員については統計す
らない。最悪の状況なのだ。

大混乱のインターネット申し込み

　福島大学は、必修の２日間
（12 時間）の受講申し込みを、
すでに３月６日に締め切った。
先着順でなく、いったんインタ
ーネットによる申し込みを受け
付けて、あとで抽選がおこなわ
れる。現在、選択の３日間（18
時間）分の申し込みを受け付け
ている最中だが、福島大学のウ
ェブサイトには次のような「お
願い」が出ている。
「講習の申込に際して、かな

筑波大の夏季講習わずか300人　競争率2倍以上に

り多くの講習を申し込まれる
方が見受けられます。その結
果、全ての講習が抽選で当た
った場合、 必要最小限の時間
を確保できない人が多く生じ
てしまう可能性があります。
できるだけ多くの方々に希望
する講習を受講していただく
ために節度あるお申込みのご
協力をお願いします。」

　応募用の入力画面（https://
menkyokoushin.adb.fukushima-u.
ac.jp/teachers/new）を見ると、
講座の一覧にいくつでもチェッ
クを入れられる。抽選制とあっ
ては、「重複応募」を抑止するの
は不可能だ。こんな仕組みにし
ておいて「節度」を求めるのは
無理がある。
　筑波大学や茨城大学では、抽
選ではなく先着順となるから、
混乱ははるかに深刻なものとな
るだろう。入力画面の設計がど
うなるのかまだわからない。事
前に入力画面の表示が不可能な
構造の場合、タイピングの早さ
が勝敗の分かれ目となる。事前
に入力しておいて送信する構造
の場合には、おそらく受付開始
後の数秒間で決着がつくだろう。
　筑波大学の８月実施の 300 人
分のうち、県内の教員は、その
半分も取れないだろう。

20日間休みなしー受講は命がけ

　夏季休業中に受講できなけれ
ば、学期中に受講しなければな
らない。筑波大では６月６日か
ら 27 日にかけての 5 日間の土
曜・日曜に開講される。茨城大
学は、10 月 17 日から 12 月 27
日の予定である（詳細未発表）。
　筑波大学は 2008 年度の「試
行」においては、６月 21 日か
ら７月５日まで、土日・土日・

土と連続的に講習を実施した。
受講者は３週間分の勤務とあわ
せ、じつに 20 日間、たった１
日の休日もないまま勤務と受講
を余儀なくされた。
　配慮を欠いた日程をアンケー
トで叩かれた筑波大学は来年度
は、６月６日（土）、７日（日）、
13 日（土）、20 日（土）、27 日
（土）の日程に変えた。一応、６
月 14 日、21 日の日曜を空けて
ある。それでも６月の休日はわ
ずか３日間になってしまうし、
6 月１日から 12 日まで、１日
も休日がない。梅雨の蒸し暑さ
が続く中、6月には祝日もない。
体調を崩して中途で受講を断念
する人もでるだろう。

県教育庁幹部の無責任発言

　夏季休業中に受講する場合で
も、毎日連続６時間の講義と連
日の認定試験は大きな負担とな
る。はじき出されて学期中に受
講するとなれば、より一層の心
身の負担を覚悟しなければなら
ない。日常とは違った遠距離の
自動車運転は、交通事故の確率
を飛躍的に高める。通常勤務以
上に公務災害補償制度が必要と
なる。
　この点は、対県教委要求事項
に含めてある。さらに、２月 24
日に茨城県教職員互助会理事会
が開催された際、茨城高教組派
遣の理事が、２項目の提案をお
こなった。ひとつは、互助会と
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、茨城県教育委員会ならび
に市町村教育委員会に対して、
更新講習受講を公務として取扱
うよう要請すること、２点目は、
更新講習の公務性が認められな
い場合には、互助会として
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災害
補償のための事業を立案し実施
すること、である。

　これに対して、議長をつとめ
ていた福田敬士副理事長（県教
育次長）は、「この問題は互助会
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いかんともしがたい」とピ
ンボケ発言をした。この問題に
関する県教育庁幹部らの無責任
な態度が如実に現われている。
さらに、互助会事務局の課長が
「事務局で検討する」と述べ、理
事会としての協議を妨げようと
した。これに対して、大川慶一
顧問（元・茨城県教職員組合委
員長、元・茨城県人事委員）が、
「事務局が返答するのは越権行為
だ。まず理事長・副理事長・専
務理事らが協議の上、対応を検
討すべき問題だ。」と助言した。
この件はこの助言の通り取り扱
われることになった。
　今後、理事を派遣している県
教育庁、県校長会、県高校長協
会、茨教組の対応が注目される。

抜本的で具体的な改善が必要

　免許更新制度の運用はすでに
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はじまっている。形式上の「施
行」期日の４月１日を目前にし
て、対象者全員の受講機会の確
保すら不可能という、驚くべき
状況が明らかになった。運良く
チケットを入手しても、受講の
ためにたいへんな辛苦を強いら
れる。
　成りゆきを静観していて解決
するような問題ではない。具体
的事項の解決を求めて声をあげ
るのを怠れば、危惧している以
上の窮状に追い込まれることに
なるだろう。当面、冒頭にあげ
た要求項目に関して、県内の教
員が声をあげることが必要であ
る。制度の凍結
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を求めるのもよ
いが、すでに事態は沸騰寸前
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な
のだということを認識すべきだ
ろう。❐


